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①事業課からの依頼を確認情報公表制度の趣旨

障害福祉サービス等を提供する事業者の数が大幅に増加する中で
サービスを利用する障害児者等が個々のニーズに応じて良質な
サービスを選択することができるような環境を整備するため

【報告方法】
障害福祉サービス等情報公表システム（WAMNET） にて

【報告期限】
①新規の事業所・・・指定を受けた日から１か月以内（期限内に公表しないと減算対象）
②既存の事業所・・・<情報の更新> 毎年度７月末日



情報公表システムの登録方法

①長崎県に事業所・法人基本情報を報告
（法人・事業所番号・住所・電話番号等）

②県が基本情報をシステムに登録

③システムよりログインID・パスワー
ドが自動発行⇒通知
※事業所単位ではなく法人単位での発行

④各事業所が基本情報内容の確認・
詳細情報の入力を行い期限までに
システム上で報告

赤い「！」がついている項目は必須入力箇所が欠け
ていますのでご確認ください（申請できません）



①事業課からの依頼を確認【新設】経営情報の入力について

目的
障害福祉サービスは、サービス提供に係る費用
の大部分が公費によって賄われていることから、
経営の透明性を確保する必要があり、費用の使
途の透明性向上を図るもの

報告内容

・事業所（サービス別）の収益・費用・委託費
等の金額及び内訳

※事業所ごとに会計を分けていない場合は
法人単位の報告で問題ありません

報告期限

〇毎会計年度終了後３か月以内
（事業所ごとに異なる）

〇令和７年度報告分（令和６年度会計）
については令和８年３月まで

※未報告は減算の対象となります

前述の情報更新報告時期と
経営情報の報告時期はずれるので
別々のタイミングで報告が必要！



よくあるご質問

①
ID・パスワードが
わからない ②

必須項目以外
も入力しないと
いけないのか



①事業課からの依頼を確認質問への回答

①ID・パスワードが分からない

⇒IDは法人単位で共通となっております。IDを忘れた際は長崎県にご連絡ください。
パスワードに関しては県も把握できないので、システムからパスワードを初期化
して新しいパスワードを事業所の方で設定してください。

②必須項目以外も入力しなければならないのか

⇒結論からいうと必須項目以外は入力する義務はありませんが、必須項目以外も
入力することによって利用者の方が情報を多く得ることができるほか、情報の
収集を行っている国が各情報を分析しやすくなり、職員の処遇改善・人材確保
にもつながるので支障がない限りは極力入力をお願いします。



①事業課からの依頼を確認災害時情報共有システムについて

システムの目的

災害により被害が生じた場合、国の関係省庁、都道府県及び市町村が被災状況の全貌
を迅速に把握し、限られた資源と時間を被災した施設等への支援に集中的に充て、関
係機関が協力して迅速な支援を行うことが可能となるため

登録情報

各事業所の緊急連絡先（担当者
名・電話番号・メールアドレ
ス）

※変更があり次第、随時更新を
お願いします

〇情報公表システムと災害時情報共有
システムは連動しておりID・パスワ
ードはどちらも同じものとなります

〇情報公表システムと災害時情報共有
システムの詳しい情報は県ホームペ
ージ及びWAMNET関係連絡版を参照す
るようお願いします





①事業課からの依頼を確認

終了


